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はっけよい！はっけよい！
五穀豊穣を祈願五穀豊穣を祈願

　町相撲道場において，「豊祭相撲大会」
が開催されました。競技を通して，青少
年の健全育成と文化の灯が継承されてい
ます。

JR 肥薩線の早期復旧にJR肥薩線の早期復旧に
全議員団結して取り組んでいく全議員団結して取り組んでいく

詳細記事を
　P６に掲載



第３回 臨時会

　第３回臨時会が７月２２日に召集され，令和７年度一般会計補正予算の専決処分の承認のほ
か，町の建設作業班の除草作業中に発生した飛び石が原因により個人所有車が損傷したため，
本事案に和解し，損害賠償額を定める議案，企業版ふるさと納税を活用した定住促進住宅の建
築に伴う用地及び建物購入費を含む令和７年度一般会計補正予算が提案され，それぞれ原案の
とおり可決しました。

総額81億4143万9千円

令和７年度　一般会計補正予算
3432万4千円を追加

こんなことが決まりました
議　　案 提案理由等 議決結果

承　認
第４号

専決処分の承認を求める
ことについて（令和７年
度一般会計補正予算（専
決第２号））

湧水町税条例の一部を改正する条例の制定につ
いて，地方自治法第 179 条第１項の規定により，
専決処分したもので，同条第３項の規定に基づき，
これを報告し，承認を求めるもの

承認 全会
一致

議　案
第50号

和解及び損害賠償の額を
定めることについて

町道敷における個人所有車の損傷に関し，和解し，
損害を賠償するため，議会の議決を求めるもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第51号

令和７年度湧水町一般会
計補正予算（第４号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０５６
万４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ８１億４１４３万９千円とするもの

原案
可決

全会
一致

第３回 臨時会の主な補正予算

企業版ふるさと納税を活用した定住促進住宅の建築に伴
う用地及び建物購入費や土地境界確定測量等に必要な経
費を増額計上木場地内（北姶良森林組合隣）

3,017万円

定住促進用用地購入費
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総額82億6979万８千円に

令和７年度　一般会計補正予算
１億2835万９千円を追加

第３回 定例会

　第３回定例会は９月５日に召集され，１０月７日までの３３日間の会期で開催されまし
た。今定例会では，令和７年度一般会計補正予算の専決処分の承認，町健全化判断比率等の
報告２件，令和６年度一般会計，各特別会計及び水道事業会計における歳入歳出決算の認定
５件（決算審査の詳細はＰ13-15），公務中における事故等に和解し，損害賠償額を定める
議案２件，湧水町議会議員及び湧水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例等
の一部改正２件，５月と８月の豪雨により被災した農地及び農業施設並びに，町道及び河川
の復旧に伴う農地・道路等災害復旧工事費の追加計上を含む一般会計補正予算２件及び各会
計補正予算３件などが提案され，それぞれ可決しました。
　なお，一般質問では議員５名が１２項目について質問しました。

第３回 定例会の主な補正予算

農道恒次線の支障木等を伐採する経費を計上
するもの

栗野中学校グラウンド南側法面の適正管理を
行い，学校の環境整備に努めるため，新規計上
するもの

５月と８月の豪雨により被災した農地及び農
業施設並びに，町道及び河川の復旧に伴う重機
借上料，農地等災害復旧工事費，道路等災害復
旧工事費の追加計上するもの

総合交流施設のガラス庇の落下防止のため，全
て撤去する費用を当初の修繕費予算から不足
する額を追加で計上するもの

（既定予算から不足する
額を追加計上）

1,200万円

220万円

1,487万円 6,378万円

57万円

農道等整備工事費

樹木伐採委託料

農地等
災害復旧工事費

道路等
災害復旧工事費

総合交流施設工事費
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こんなことが決まりました

議　　案 提案理由等 議決結果

承　認
第５号

専決処分の承認を求める
ことについて（令和７年
度湧水町一般会計補正予
算（専決第３号））

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 
２６８８万円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ８１億６８３１万９千円とするも
の

承認
全会
一致

報　告
第３号

令和６年度湧水町健全化
判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条
第１項の規定に基づく，令和６年度湧水町健全化
判断比率の４指標を報告するもので，実質赤字比
率，連結実質赤字比率及び将来負担比率のいずれ
も無し，実質公債費比率は９．４％となり，いず
れの指標についても国の定める早期健全化基準を
下回っている

－ －

報　告
第４号

令和６年度湧水町水道事
業会計資金不足比率の報
告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２
条第１項の規定に基づく，令和６年度湧水町水道
事業会計資金不足比率を報告するもので，資金不
足比率無しである

－ －

認　定
第１号
から

第５号

令和６年度湧水町一般会
計歳入歳出決算の認定に
ついて　他４件

地方自治法第 233 条第３項及び地方公営企業法
第３０条第４項の規定により，令和６年度湧水町
一般会計，国民健康保険事業特別会計，介護保険
事業特別会計，後期高齢者医療事業特別会計及び
水道事業会計の歳入歳出決算の認定について，監
査委員の意見を添えて議会の認定に付するもの

（詳細：Ｐ１３～１５参照）

認定
全会
一致

議　案
第52号

和解及び損害賠償の額を
定めることについて

下場土地区画整理事業管理地内における個人所有
車の損傷に関し，和解し，損害を賠償するため，
議会の議決を求めるもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第53号

湧水町職員の勤務時間，
休暇等に関する条例及び
湧水町職員の育児休業等
に関する条例の一部を改
正する条例の制定につい
て

地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部が
改正され，職員の仕事と生活の両立支援に関する
措置が拡充されたことに伴い，本町職員において
も，これに準じて所要の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第54号

湧水町議会議員及び湧水
町長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する
条例の一部を改正する条
例の制定について

公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に
より，国政選挙における選挙運動用ビラ及びポス
ターの公営に要する経費の限度額が引き上げられ
たため，湧水町議会議員及び湧水町長の選挙にお
ける選挙運動の公費負担においても，これに準じ
て所要の改正をしようとするもの

原案
可決

全会
一致

令和７年第３回定例会
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議　案
第55号

令和７年度湧水町一般会
計補正予算（第５号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９６３８
万４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ８２億６４７０万３千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第56号

令和７年度湧水町国民健
康保険事業特別会計補正
予算（第１号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８１万
９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ１２億９１６４万１千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第57号

令和７年度湧水町介護保
険事業特別会計補正予算
（第２号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６２万７
千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ１２億９０２９万８千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第58号

令和７年度湧水町後期高
齢者医療事業特別会計補
正予算（第２号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０８万
２千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ１億９６３０万３千円とするもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第59号

和解及び損害賠償の額を
定めることについて

公用車による交通事故に関し，和解し，損害を賠
償するため，議会の議決を求めるもの

原案
可決

全会
一致

議　案
第60号

令和７年度湧水町一般会
計補正予算（第６号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０９万
５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ８２億６９７９万８千円とするもの

原案
可決

全会
一致

　

湧
水
町
議
会
は
、
10
月
22
日
に
開
催
さ
れ

た
議
員
全
員
協
議
会
に
お
い
て
、
町
村
合
併

前
か
ら
の
懸
案
事
項
で
あ
る
鹿
児
島
県
の
工

業
用
地
『
霧
島
く
り
の
工
業
団
地
』
へ
の
企

業
誘
致
に
対
す
る
事
業
提
案
・
要
望
を
今
後

更
に
加
速
し
て
い
く
こ
と
を
全
議
員
で
確
認

し
ま
し
た
。
当
該
工
業
用
地
は
、
熊
本
・
宮

崎
に
隣
接
し
て
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
、
空

港
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
良
い
地
理
的
な
要
因
や

大
企
業
の
進
出
に
有
利
な
条
件
（
豊
富
な
水
、

安
定
供
給
で
き
る
電
力
）
を
今
後
確
保
で
き

る
見
込
み
が
高
い
こ
と
か
ら
、
製
造
業
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
関
連
企
業
か
ら
数
件
の
問
い
合
わ

せ
が
あ
る
状
況
が
続
い
て
お
り
、
一
刻
も
早

い
企
業
の
誘
致
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
鹿
児
島
県
産
業
立
地
課
の
古
川

係
長
、
湧
水
町
企
画
財
政
課
長
等
に
会
議
へ

の
出
席
を
求
め
て
、
県
が
令
和
６
年
度
か
ら

産
業
用
地
確
保
可
能
性
調
査
事
業
と
し
て
実

施
し
て
い
る
隣
接
民
有
地
等
の
境
界
確
定
に

向
け
た
取
組
状
況
等
の
説
明
を
受
け
、
町
議

会
議
員
か
ら
は
、「
当
該
用
地
は
、
数
十
年
、

事
業
が
進
展
し
て
い
な
い
の
で
、
鳥
獣
被
害

が
多
発
し
て
い
る
。」、「
県
は
進
出
企
業
か

ら
の
注
文
を
受
け
た
あ
と
に
造
成
す
る
方
針

で
あ
る
が
、
事
前
に
一
部
用
地
だ
け
で
も
造

成
さ
れ
て
い
る
方
が
企
業
も
進
出
し
や
す
い

の
で
、
鹿
児
島
県
の
方
針
の
変
更
を
お
願
い

し
た
い
。」
等
の
意
見
を
県
に
要
望
し
ま
し

た
。

霧
島
く
り
の
工
業
団
地
の
進
捗
を
確
認

　
注
文
造
成
か
ら
事
前
造
成
へ
の
変
更
を
要
望

大
企
業
を
誘
致
し
て

消
滅
可
能
性
自
治
体
か
ら
の

脱
却
を
!!
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表木山－日当山間の被災現場（10/22 状況）

　

湧
水
町
議
会
は
、
10
月
29
日
に
召

集
さ
れ
た
町
議
会
第
４
回
臨
時
会
に

お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
１
０
９
条

第
１
項
に
基
づ
く
特
別
委
員
会
（
湧

水
町
Ｊ
Ｒ
肥
薩
線
早
期
復
旧
等
調
査

特
別
委
員
会
）
を
設
置
し
ま
し
た
。

委
員
会
構
成
は
、
議
長
を
除
く
全
議

員
９
名（
た
だ
し
、議
長
は
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
で
参
加
）
で
構
成
さ
れ
、
委
員

長
に
仮
屋
良
二
議
員
、
副
委
員
長
に

井
上
順
二
議
員
が
選
任
さ
れ
ま
し

た
。
今
後
は
、
一
刻
も
早
い
肥
薩
線

の
復
旧
を
目
指
し
て
調
査
・
研
究
を

行
い
、
各
関
係
機
関
へ
の
要
望
書
の

提
出
や
復
旧
ま
で
の
地
域
住
民
の
利

便
性
向
上
の
た
め
の
施
策
を
行
政
機

関
へ
提
案
し
て
い
く
よ
う
に
各
委
員

が
一
体
と
な
っ
て
取
組
み
を
続
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
湧
水
町
Ｊ
Ｒ
肥
薩
線

早
期
復
旧
等
調
査
特
別
委
員
会
】

　

〇
委
員
長　
　

仮
屋　

良
二

　

〇
副
委
員
長　

井
上　

順
二　
　

　

〇
委　

員　
　

議
長
を
除
く

　
　
　
　
　
　
　

全
議
員

　

８
月
８
日
か
ら
の
記
録
的
な
大
雨

の
影
響
で
肥
薩
線
が
被
災
し
、
列
車

運
休
の
状
況
が
長
期
間
続
い
て
お

り
、
本
町
か
ら
通
学
す
る
高
校
生
や

高
齢
者
の
移
動
に
対
す
る
負
担
が
増

大
し
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
九
州
に
よ
る

代
替
バ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
新
聞
報
道
で
は
年
内
の
復
旧
は

困
難
と
さ
れ
て
お
り
、
将
来
的
な
不

安
を
心
配
す
る
声
が
多
く
届
い
て
い

ま
す
。
町
議
会
で
は
、
10
月
１
日
に

議
長
及
び
副
議
長
が
町
執
行
部
と
と

も
に
被
災
し
た
築
堤
崩
壊
現
場
の
視

察
を
行
い
、
10
月
22
日
に
は
、
全
議

員
が
現
場
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

現
場
で
は
、
約
50
メ
―
ト
ル
に
わ
た

り
線
路
を
支
え
る
土
台
が
大
規
模
に

崩
壊
し
て
お
り
、
本
年
度
中
の
復
旧

は
、
難
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。

湧
水
町
Ｊ
Ｒ
肥
薩
線
早
期
復
旧
等

　
　
　
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置

陳
情
第
３
号
及
び
第
４
号
の
審
査

（
町
商
工
会
と
町
区
長
会
か
ら
の
陳
情
書
）

　

肥
薩
線
運
休
の
状
況
は
、
湧
水
町
の
将

来
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
し

て
、
町
内
２
団
体
（
町
商
工
会
長
（
陳
情

第
３
号
）
と
各
区
長
か
ら
の
連
名
（
陳
情

第
４
号
））
で
『
肥
薩
線
早
期
復
旧
に
関

す
る
要
望
書
』
が
町
議
会
議
長
に
提
出
さ

れ
、
湧
水
町
Ｊ
Ｒ
肥
薩
線
早
期
復
旧
等
調

査
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
２
件
の
陳
情

書
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

11
月
４
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員
会
で

は
、
２
団
体
の
代
表
（
計
４
名
）
を
参
考

人
と
し
て
出
席
い
た
だ
き
、
提
出
さ
れ
た

陳
情
書
の
内
容
と
国
や
関
係
団
体
に
求
め

る
要
望
項
目
に
つ
い
て
の
聴
取
を
行
い
ま

し
た
。

　

参
考
人
か
ら
の
陳
情
書
提
出
の
主
な
趣

旨
と
し
て
、「
肥
薩
線
は
地
域
住
民
の
交
通

手
段
は
も
と
よ
り
、
経
済
基
盤
、
社
会
基

盤
を
支
え
る
重
要
な
存
在
で
特
に
高
校
生

に
と
っ
て
は
重
要
な
通
学
手
段
で
あ
り
、

運
休
に
よ
る
生
徒
・
保
護
者
の
負
担
は
か

な
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
将
来
、
高
校

へ
の
通
学
を
考
え
る
と
町
外
へ
の
転
出
が

考
え
ら
れ
、
湧
水
町
の
人
口
・
交
流
人
口

の
減
少
、
観
光
面
に
大
き
な
影
響
が
考
え

ら
れ
る
。」
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
２
件
の
陳
情
書
を
当
委

員
会
で
は
「
採
択
」
す
る
こ
と
を
全
会
一

致
で
決
定
し
ま
し
た
。
最
終
的
な
町
議
会

と
し
て
の
判
断
は
、
次
の
定
例
会
で
決
定

し
て
い
く
予
定
で
す
。

早
期
復
旧
を
目
指
し
て

早
期
復
旧
を
目
指
し
て

力
を
合
わ
せ
て
取
組
む

力
を
合
わ
せ
て
取
組
む
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町政を問う町政を問う 5 人が質問

亀澤　　中 議員

中村　和博 議員

井上　順二 議員

山下　航弥 議員

鳥羽　一輝 議員

１．総合交流施設及びくりの
物産館の今後について

２．栗野インターチェンジ付
近の町有地の活用につい
て

１．将来の町づくり構想につ
いて

２．検討中の農業支援組織に
ついて

３．農林業の新たな担い手の
確保策について

１．地域おこし協力隊の活動
について

２．農業従事者の減少対策に
ついて 

１．人口減少の対策としての
外国人の受入れについて

２．国・県からの助成金・補助
金の活用について

３．交通安全運動への児童生
徒の参加について

１．災害対策について
２．栗野駅・吉松駅周辺の街灯

整備について

P 9

P 8P11

P10

P12

◆◆一 般 質 問一 般 質 問
目 次目 次 ◆◆

ここが知りたい !!

 　ここが聞きたい !!
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政
府
が
提
唱
す
る

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

構
想
の
小
規
模
自
治
体
へ
の
適

用
に
関
す
る
町
長
の
見
解
を
伺

う
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ

ィ
構
想
は
都
市
機
能

を
一
定
区
域
に
集
約
し
効
率
的

で
持
続
的
な
町
づ
く
り
を
目
指

す
考
え
方
で
あ
る
。
周
辺
に
散

在
す
る
集
落
か
ら
さ
ら
に
人
々

が
流
出
し
過
疎
化
を
加
速
さ
せ

る
可
能
性
が
あ
り
小
規
模
自
治

体
へ
の
直
接
的
な
適
用
は
慎
重

な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

湧
水
町
で
は
散
在

す
る
集
落
か
ら
の
流

出
と
過
疎
化
は
す
で
に
進
行
中

で
あ
る
。
居
住
や
都
市
機
能
の

集
積
に
よ
り
生
活
利
便
性
の
維

持
向
上
・
地
域
経
済
の
活
性

化
・
行
政
コ
ス
ト
の
削
減
を
実

現
す
る
こ
と
は
湧
水
町
が
存
続

す
る
た
め
に
極
め
て
有
用
な
考

え
方
の
一
つ
で
は
な
い
か
。

持
続
可
能
な
町
づ

く
り
の
た
め
に
は
行

政
コ
ス
ト
の
削
減
が
避
け
て
通

れ
ず
そ
の
た
め
に
も
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
の
基
本
理
念
は
今
後

の
行
政
運
営
の
一
つ
の
大
き
な

柱
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ

ィ
構
想
の
考
え
方
を

第
三
次
総
合
計
画
に
反
映
さ
せ

る
考
え
は
な
い
か
。

ま
ち
づ
く
り
は
都

市
計
画
法
に
基
づ
く

湧
水
町
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
や
立

地
適
正
化
計
画
で
具
体
的
に
計

画
し
こ
れ
と
整
合
す
る
か
た
ち

で
総
合
計
画
に
反
映
で
き
な
い

か
検
討
し
た
い
。

都
市
機
能
の
集
積

は
一
部
実
現
し
つ
つ

あ
る
が
居
住
の
集
積
に
つ
い
て

は
そ
の
動
き
は
な
い
。
な
る
べ

く
早
期
に
居
住
の
集
積
に
関
す

る
将
来
像
を
町
民
に
示
し
居
住

の
集
積
や
住
宅
用
地
の
確
保
等

の
施
策
を
進
め
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
。

湧
水
町
は
分
散
型

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

が
該
当
し
行
政
コ
ス
ト
削
減
の

た
め
に
居
住
地
域
も
あ
る
程
度

絞
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
都
市

計
画
の
中
で
検
討
し
た
い
。

検
討
中
の
農
業
支

援
組
織
は
ど
ん
な
法

人
か
、
設
立
時
期
は
何
時
頃
か

伺
う
。

ど
の
よ
う
な
法
人

か
、
ま
た
設
立
時
期

は
何
時
に
な
る
か
は
未
定
で
あ

る
。

令
和
６
年
度
施
政

方
針
に
お
い
て
「
町

や
Ｊ
Ａ
等
が
中
心
と
な
り
農
業

公
社
等
を
設
立
す
る
こ
と
を
検

討
中
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
か

ら
一
年
半
が
す
で
に
経
過
し
た

の
に
未
定
と
は
極
め
て
遺
憾
で

あ
る
。
農
業
支
援
組
織
は
つ
く

る
の
か
ど
う
か
。

つ
く
る
こ
と
は
準

備
中
で
あ
り
、
た
た

き
台
は
で
き
て
い
る
。

こ
の
農
業
支
援
組

織
で
予
定
し
て
い
る

事
業
は
。

作
業
受
託
事
業
や

水
稲
、
園
芸
作
物
の

栽
培
事
業
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ

ら
が
新
た
に
農
業
を
や
り
た
い

人
の
就
労
の
場
に
な
れ
ば
と
考

え
て
い
る
。
令
和
７
年
度
に
事

業
計
画
を
策
定
し
、
令
和
８
年

度
に
法
人
の
設
立
準
備
を
、
令

和
９
年
度
に
法
人
の
設
立
と
事

業
開
始
を
考
え
て
い
る
。

法
人
設
立
と
運
営

に
係
る
経
費
は
。

設
立
に
係
る
経
費

は
機
械
導
入
費
等
に

数
千
万
円
が
必
要
で
、
毎
年
の

運
営
経
費
は
独
立
採
算
制
を
基

本
に
考
え
て
い
る
。

中村　和博 議員
将来の町づくりは

立地適正化計画等で計画する町
長

一 般 質 問

不
足
す
る
農
林
業

の
担
い
手
と
し
て
若

年
定
年
退
職
自
衛
官
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
る
考
え
は
な
い
か

伺
う
。

若
年
で
定
年
退
職

す
る
自
衛
官
は
新
た

な
担
い
手
と
な
る
可
能
性
は
大

い
に
あ
り
、
農
林
業
へ
の
参
入

に
つ
い
て
今
後
調
査
研
究
し
た

い
。

農
林
水
産
省
は
若

年
定
年
退
職
予
定
自

衛
官
の
再
就
職
支
援
と
し
て
農

業
大
学
校
や
林
業
大
学
校
へ
の

受
け
入
れ
等
を
準
備
し
て
い

る
。
湧
水
町
も
住
宅
や
農
地
の

紹
介
、
提
供
等
準
備
が
必
要
で

は
な
い
か
。

就
農
す
る
に
は
農

地
の
確
保
や
農
業
機

械
の
導
入
等
課
題
が
あ
り
、
経

営
的
な
ス
キ
ル
も
求
め
ら
れ

る
。
若
年
定
年
退
職
自
衛
官
の

受
け
入
れ
に
限
ら
ず
総
合
的
な

支
援
の
方
策
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

検
討
中
の
農
業
支
援
組

織
は

農
林
業
の
新
た
な
担
い

手
を

将
来
の
町
づ
く
り
構
想
を

問

問問

問問問

問問

問 問

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長
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総
合
交
流
施
設
温

泉
に
つ
い
て
は
、
新

た
な
温
泉
の
運
用
開
始
ま
で
の

間
を
休
業
と
し
、
再
開
の
見
込

み
を
令
和
11
年
度
以
降
と
す
る

方
針
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
根

拠
を
伺
う
。

総
合
交
流
施
設
の

整
備
・
運
営
に
つ
い

て
は
、
民
間
の
参
入
に
よ
る

P
F
I
事
業
の
導
入
を
検
討

し
て
お
り
、
そ
の
可
能
性
調
査

一 般 質 問

を
実
施
い
た
し
ま
す
が
、
施
設

の
現
状
を
詳
細
に
把
握
し
、
民

間
事
業
者
と
の
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン

グ
等
を
行
い
ま
す
。
い
ず
れ
の

場
合
に
お
い
て
も
、
可
能
な
限

り
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
短
縮
で
き

る
よ
う
調
整
し
て
い
き
ま
す
。

温
泉
施
設
の
建
設

に
つ
い
て
は
、
町
長

と
し
て
明
言
で
き
る
の
か
。

総
合
交
流
施
設
活

用
検
討
協
議
会
の
提

言
に
沿
っ
て
事
業
を
進
め
る
た

め
に
も
施
設
の
大
な
り
小
な
り

が
あ
る
と
し
て
も
温
泉
施
設
は

造
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

P
F
I
事
業
（
民

間
資
金
等
参
入
事

業
）
の
導
入
を
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
町
単
独
事
業
と

し
て
実
施
す
る
場
合
と
並
行
し

て
同
時
に
検
討
す
る
こ
と
は
で

き
る
か
。

ま
ず
は
、
民
間
活

力
導
入
可
能
性
調
査

を
実
施
し
、
民
間
事
業
者
の
参

入
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
町
単

独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と

を
考
え
る
た
め
同
時
に
検
討
す

る
こ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

亀澤　中 議員
総合交流施設及びくりの物産館の今後について

温泉施設は，必ず造ります

南
消
防
署
跡
地
を

含
め
、
栗
野
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
付
近
に
あ
る
町

有
地
に
道
の
駅
を
造
る
考
え
は

な
い
か
。
ま
た
、
隣
接
す
る
民

有
地
を
駐
車
場
と
し
て
購
入
す

る
考
え
は
な
い
か
。

道
の
駅
建
設
は
難

し
い
と
思
い
ま
す

が
、
大
き
な
施
設
に
は
駐
車
場

は
必
要
で
す
の
で
、
検
討
は
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
て
い
き
ま
す
。

南
消
防
署
の
移
転

後
の
活
用
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
伺
う
。

庁
内
で
の
検
討
委

員
会
を
設
置
し
、
検

討
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

福
祉
、健
康
増
進
、

ふ
れ
あ
い
の
場
、
さ

ら
に
交
流
人
口
の
増
加
な
ど
大

き
な
役
割
の
あ
る
、
こ
の
施
設

を
町
長
の
任
期
中
に
再
開
で
き

る
こ
と
を
希
望
す
る
。

く
り
の
物
産
館
に

つ
い
て
は
、
町
総
合

交
流
施
設
活
用
検
討
協
議
会
の

提
言
書
に
も
『
主
要
幹
線
道
路

周
辺
に
移
転
を
検
討
す
る
等
再

整
備
に
向
け
て
取
り
組
ま
れ
る

こ
と
を
期
待
し
ま
す
。』
と
あ

る
が
、
ど
の
よ
う
な
構
想
を

も
っ
て
い
る
か
伺
う
。

本
町
の
総
合
的
な

発
展
に
繋
が
る
よ
う

に
検
討
す
る
中
で
く
り
の
物
産

館
の
移
転
に
つ
い
て
、
く
り
の

物
産
館
振
興
会
と
協
議
、
検
討

町
長

問

問

問

問

問

問 町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

意
見

町
長

栗
野
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
付
近
の
町
有
地
の
活

用
に
つ
い
て
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町
の
人
口
減
少
は

危
機
的
な
状
況
に
あ

る
が
、
企
業
誘
致
、
移
住
定
住

の
促
進
は
も
ち
ろ
ん
、
思
い
切

っ
て
外
国
人
の
受
入
れ
を
考
え

ら
れ
な
い
か
。
ま
た
、
日
本
国

全
体
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
外

国
人
と
の
共
生
を
考
え
て
い
か

な
い
と
成
り
立
た
な
く
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
取
組

み
に
つ
い
て
考
え
を
伺
う
。

本
町
の
企
業
（
介

護
・
建
設
土
木
・
農

業
な
ど
）
で
も
人
材
不
足
に
よ

り
多
く
の
外
国
人
を
採
用
し

て
お
り
、
８
月
末
時
点
で
は

1
2
2
人
が
登
録
さ
れ
町
内

で
働
い
て
い
ま
す
。
た
だ
、
企

業
等
と
の
雇
用
契
約
期
間
を
過

ぎ
る
と
賃
金
の
高
い
首
都
圏
の

事
業
所
な
ど
に
転
職
す
る
方
も

い
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
、
追
加

採
用
を
行
う
な
ど
苦
労
し
て
い

る
と
聞
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
本
町
の
国
際
交
流
協
会
で

は
、
採
用
企
業
と
協
力
し
、
八

幡
地
獄
、
丸
池
、
竹
中
池
を
巡

る
町
内
観
光
ツ
ア
ー
や
各
国
の

郷
土
料
理
交
流
会
等
、
ま
た
、

採
用
企
業
か
ら
要
望
の
あ
っ
た

「
ご
み
の
出
し
方
」
講
習
会
な

ど
を
開
催
し
、
本
町
に
長
く
居

住
し
て
も
ら
え
る
よ
う
企
画
し

て
い
ま
す
。

予
算
が
無
く
て
、

こ
の
案
件
は
実
施
で

き
な
い
と
聞
く
事
が
多
い
が
、

国
や
県
が
支
援
す
る
助
成
金
・

補
助
金
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し

て
い
る
の
か
伺
う
。

本
町
で
は
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

財
源
確
保
を
目
的
に
、
国
や
県

か
ら
の
各
種
補
助
金
等
の
活
用

を
図
っ
て
い
ま
す
。
補
助
金
制

度
は
多
岐
に
わ
た
り
、
事
業
実

施
に
伴
う
条
件
や
当
該
年
度
以

降
の
町
費
負
担
が
生
じ
る
も

の
も
あ
る
た
め
、
そ
の
内
容
を

詳
細
に
精
査
し
、
本
町
の
財
政

状
況
や
事
業
の
継
続
性
を
踏
ま

え
た
慎
重
な
見
極
め
が
不
可
欠

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
各

課
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
業
務
に

関
連
す
る
補
助
金
情
報
を
収
集

し
、
単
に
財
源
確
保
に
留
ま
ら

ず
、
事
業
の
継
続
性
、
費
用
対

効
果
、
そ
し
て
将
来
的
な
維
持

管
理
費
な
ど
、
町
費
負
担
の
有

無
や
程
度
も
含
め
、
多
角
的
に

評
価
を
行
い
な
が
ら
、
活
用
を

行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
交
通
安
全

活
動
推
進
協
議
会
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
よ
っ

て
、
声
掛
け
等
が
実
施
さ
れ
て

い
る
が
、
児
童
生
徒
を
参
加
さ

せ
る
こ
と
で
運
転
者
へ
の
ア
ピ

ー
ル
、
印
象
付
け
が
で
き
る
と

思
う
。
ま
た
、
児
童
生
徒
の
交

通
安
全
意
識
も
向
上
す
る
と
考

え
る
が
、
町
長
及
び
教
育
長
の

見
解
を
伺
う
。町

と
し
ま
し
て

は
、
未
来
を
担
う
子

ど
も
た
ち
の
安
全
を
守
る
こ

と
は
、
町
の
最
重
要
課
題
の
一

つ
で
す
。
こ
う
し
た
活
動
に
児

童
、
生
徒
の
皆
さ
ん
が
加
わ
る

こ
と
で
、
活
動
の
輪
が
さ
ら
に

広
が
り
、
地
域
全
体
の
交
通
安

全
意
識
の
醸
成
に
繋
が
る
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
活

動
中
に
、
万
が
一
事
故
が
起
こ

っ
た
場
合
の
対
応
や
そ
の
責
任

な
ど
に
つ
い
て
課
題
も
あ
り
、

保
護
者
等
と
の
協
議
等
も
必
要

と
考
え
ま
す
。吉

松
幼
稚
園
、
各

小
中
学
校
に
お
い
て

は
年
間
を
通
じ
て
計
画
的
に
学

校
行
事
と
し
て
警
察
署
や
交
通

井上　順二 議員
人口減少の対策としての外国人の受入れについて

まずは，外国人との交流を町
長

一 般 質 問

安
全
協
会
の
協
力
の
も
と
、
交

通
安
全
教
室
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
道
路
の

歩
行
と
横
断
の
仕
方
、
路
上
遊

戯
の
危
険
性
な
ど
に
つ
い
て
指

導
を
行
い
、
交
通
ル
ー
ル
遵
守

の
徹
底
と
交
通
安
全
意
識
の
高

揚
を
図
っ
て
い
ま
す
が
、
児
童

生
徒
等
の
参
加
に
つ
い
て
は
、

児
童
生
徒
等
の
安
全
面
や
学
校

の
授
業
時
数
の
確
保
に
も
影
響

が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
お
り

ま
せ
ん
。

問

問

問

町
長

町
長

教
育
長

町
長

交
通
安
全
運
動
へ
の
児
童
生
徒
の
参
加
に
つ
い
て

国
・
県
か
ら
の
助
成
金
・

補
助
金
の
活
用
に
つ
い
て
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2
0
2
0
年
が
5
2
5
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。
2
0
2
5

年
は
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
更
に
減
少
し
て
い
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

2
0
2
0
年
の
調
査
で
は
、

5
2
5
人
の
う
ち
５
年
以
内

に
農
業
を
引
き
継
ぐ
後
継
者

を
確
保
し
て
い
る
が
1
2
4

人
、
５
年
以
内
に
農
業
経
営
を

引
き
継
が
な
い
が
12
人
、
後

継
者
を
確
保
し
て
い
な
い
が

3
8
9
人
と
い
う
調
査
結
果

が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。　

公
務
員
の
兼
業
を

許
可
す
る
制
度
は
あ

る
と
思
う
が
、
本
町
に
お
け
る

制
度
活
用
職
員
の
状
況
を
伺

う
。

地
方
公
務
員
の
兼

業
は
、
地
方
公
務
員

法
第
38
条
に
よ
り
原
則
と
し
て

制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
公
務
能
率
の
確
保
、
職
務

の
公
正
の
確
保
、
職
員
の
品
位

の
確
保
の
３
つ
の
基
本
的
な
原

則
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
任
命
権
者
の
許
可
を

得
て
兼
業
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。
近
年
、
地
域
貢
献
や
社
会

参
画
の
観
点
か
ら
、
兼
業
許

可
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
見
直
さ

れ
、
よ
り
柔
軟
な
運
用
が
図
ら

れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
本
町

に
お
け
る
兼
業
許
可
申
請
の
主

な
兼
業
内
容
と
し
て
は
消
防
団

員
、
国
税
調
査
委
員
、
選
挙
事

務
従
事
者
が
あ
り
、
農
業
に
つ

い
て
の
兼
業
に
つ
い
て
は
、
自

給
目
的
の
小
規
模
農
家
の
場
合

は
、
申
請
を
行
わ
せ
て
お
り
ま

せ
ん
。

人
材
不
足
の
対
策

と
し
て
公
務
員
の
兼

業
の
許
可
制
度
の
幅
を
広
げ
る

考
え
は
な
い
か
。

総
務
省
か
ら
の
通

知
で
兼
業
に
つ
い
て

緩
和
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
明

確
に
示
せ
る
資
料
を
作
成
し
柔

軟
に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

一 般 質 問

令
和
８
年
３
月
で

卒
隊
と
な
る
隊
員
の

卒
隊
後
の
情
報
を
得
て
い
る

か
。
ま
た
、
今
後
の
入
隊
予
定

の
隊
員
は
い
る
の
か
伺
う
。

令
和
８
年
３
月
で

卒
隊
す
る
地
域
お
こ

し
協
力
隊
は
２
名
お
り
、
卒
隊

後
の
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
所

属
す
る
課
長
に
お
い
て
定
住
や

企
業
等
を
含
め
聴
き
取
り
を
行

い
ま
と
め
把
握
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
後
の
入
隊
予
定
は
、

鳥羽　一輝 議員
地域おこし協力隊の活動について

協力隊員に基準を示し説明する

い
と
思
い
ま
す
。農

業
従
事
者
が

減
少
傾
向
に
あ
る

が
、
町
内
農
業
者
の
過
去
5
年

間
に
お
け
る
推
移
は
ど
の
よ
う

な
状
況
か
伺
う
。農業

従
事
者
に

つ
き
ま
し
て
は
、

５
年
に
１
回
、
２
月
１
日
を
基

準
日
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
統
計
調
査

に
お
い
て
、
一
定
規
模
以
上
の

農
林
業
作
業
を
行
う
経
営
体

の
数
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、

2
0
0
5
年
は
9
6
6
人
、

2
0
1
0
年
が
8
1
7
人
、

2
0
1
5
年
が
6
8
2
人
、

令
和
７
年
10
月
か
ら
「
芸
術
が

あ
る
町
」
ま
ち
づ
く
り
事
業
に

１
名
が
採
用
予
定
と
な
っ
て
お

り
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
制
度

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
継
続
的

に
募
集
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力

隊
に
関
連
す
る
予
算

の
執
行
基
準
は
、
各
課
共
通
認

識
で
あ
る
の
か
。

地
域
お
こ
し
協
力

隊
の
財
源
は
国
の
特

別
交
付
税
の
基
準
に
よ
り
予
算

化
し
て
お
り
、
予
算
の
執
行
基

準
に
つ
い
て
は
、
隊
員
が
所
属

す
る
課
の
予
算
編
成
担
当
者
に

対
し
、
特
別
交
付
税
の
内
容
の

説
明
を
行
い
、
予
算
計
上
に
つ

い
て
は
、
隊
員
の
事
業
目
的
に

対
し
て
必
要
性
・
妥
当
性
・
継

続
性
が
あ
る
か
等
を
判
断
し
て

い
ま
す
。

協
力
隊
が
活
動
費

を
ど
の
程
度
使
用
し

て
い
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
詳

細
を
示
す
事
は
で
き
な
い
か
。

詳
細
を
示
し
説
明

す
る
事
は
で
き
な
い

事
で
は
な
い
の
で
、
各
課
に
指

導
し
協
力
隊
の
方
に
納
得
し
て

い
た
だ
き
活
動
し
て
も
ら
い
た

町
長

問

問

問

問問

問

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

農
業
従
事
者
の
減
少
対

策
に
つ
い
て
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近
年
発
生
し
て
い

る
豪
雨
災
害
を
踏
ま

え
、
本
町
の
災
害
対
策
体
制
の

課
題
に
つ
い
て
伺
う
。

近
年
の
傾
向
と
し

て
、
大
量
の
雨
が
短

期
間
の
う
ち
に
広
範
囲
に
降
る

た
め
、
河
川
の
急
激
な
増
水
に

伴
い
、
雨
水
が
排
水
し
き
れ
ず

に
低
地
へ
浸
水
し
た
り
、
堤
防

の
決
壊
が
起
こ
る
な
ど
、
大
規

模
な
水
害
が
全
国
規
模
で
発

生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
被
害

が
甚
大
に
な
る
と
道
路
交
通
等

の
途
絶
に
よ
り
、
集
落
が
孤
立

し
、
災
害
対
策
が
行
き
届
か
な

い
等
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
国
を
挙
げ
て
体
制
の
確
立

に
向
け
た
対
策
の
検
討
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
本
町
で
も
13

集
落
で
孤
立
す
る
可
能
性
が
高

い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
各
種

通
信
・
連
絡
手
段
、
迂
回
路
及

び
輸
送
手
段
、
輸
送
路
確
保
の

た
め
の
町
内
業
者
と
の
協
定
、

吉
松
地
域
へ
の
防
災
拠
点
の
整

備
等
の
対
策
を
進
め
て
い
ま

す
。

長
期
に
わ
た
る
断

水
被
害
が
発
生
し
た

場
合
、
本
町
は
給
水
車
を
保
有

し
て
い
な
い
が
、
導
入
の
必
要

性
を
伺
う
。

給
水
車
は
、
過
去

に
お
い
て
も
検
討
し

ま
し
た
が
、
購
入
費
や
維
持
管

理
費
が
高
額
で
あ
る
こ
と
か
ら

導
入
を
見
合
わ
せ
て
お
り
、
発

災
当
初
は
、
備
蓄
飲
料
水
を
活

用
す
る
と
と
も
に
給
水
車
は
、

近
隣
自
治
体
や
自
衛
隊
等
の
支

援
を
い
た
だ
き
対
応
す
る
よ
う

考
え
て
い
ま
す
。

近
隣
自
治
体
と
の

広
域
的
な
支
援
・
受

援
体
制
を
伺
う
。

近
隣
自
治
体
と
の

連
携
は
、
同
じ
気
象

災
害
で
同
時
に
被
害
を
受
け
る

可
能
性
の
低
い
南
大
隅
町
と
支

援
協
定
を
締
結
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
鹿
児
島
県
及
び
県
内
市

町
村
間
の
災
害
時
相
互
応
援
協

定
に
よ
り
、
被
災
自
治
体
へ

の
支
援
や
支
援
を
受
け
ら
れ
る

（
受
援
）
仕
組
み
に
な
っ
て
い

ま
す
。

両
駅
周
辺
は
、
歩

行
者
の
安
全
確
保
の

た
め
に
重
点
的
に
街
灯
の
整
備

を
す
べ
き
と
思
う
。
官
・
民
を

合
わ
せ
た
設
置
状
況
を
把
握
し

て
い
る
か
伺
う
。

街
灯
の
整
備
は
、

夜
間
の
視
認
性
を
高

め
、
防
犯
上
も
重
要
な
役
割
な

ど
歩
行
者
の
安
全
確
保
に
欠
か

せ
な
い
重
要
な
役
割
が
あ
る
と

認
識
し
て
お
り
、
両
駅
周
辺
の

設
置
状
況
に
つ
い
て
も
概
ね
把

握
し
て
い
ま
す
。

自
治
会
の
負
担
軽

減
の
た
め
の
補
助
制

度
や
L
E
D
・
ソ
ー
ラ
ー
型

の
街
灯
を
活
用
し
た
省
エ
ネ
・

ス
マ
ー
ト
モ
デ
ル
化
の
導
入
は

検
討
し
て
い
な
い
か
伺
う
。

街
灯
設
置
に
つ
い

て
は
、
町
の
街
灯
設

置
補
助
金
の
制
度
が
あ
り
、
各

地
区
や
自
治
会
か
ら
の
申
請
に

よ
り
、
補
助
を
行
っ
て
い
ま

す
。（
街
灯
新
設
３
０
、０
０
０

円
、改
修
が
１
０
、０
０
０
円
）

ま
た
、
現
在
、
新
設
・
改
修

す
る
際
の
機
器
に
つ
い
て
は
、

山下　航弥 議員
災害対策について

防災拠点の整備対策を進めて
いる

町
長

一 般 質 問

す
べ
て
が
Ｌ
Ｅ
Ｄ
と
な
っ
て
お

り
、
ソ
ー
ラ
ー
型
の
街
灯
は
初

期
投
資
額
が
高
額
と
な
る
こ
と

か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
町
が
整

備
す
る
ソ
ー
ラ
ー
型
街
灯
の
設

置
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
ま

せ
ん
。

問

問

問

問問

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

栗
野
駅
・
吉
松
駅
周
辺
の
街
灯
整
備
に
つ
い
て
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　令和６年度歳入歳出に係る決算の認定に付する議案を審査するため，議長と議選監査委員
を除く８名の委員で構成する決算審査特別委員会を設置しました。また，当委員会委員長に
森山マスミ議員，副委員長に鳥羽一輝議員が選任されました。

◎審査期間　　　令和７年９月１６日から９月２６日までの１１日間
（室内審査１０日，現地調査１日）

◎審査の着眼点　施策の内容・成果を中心に費用対効果、改善を要する点など
◎主な現地調査　南消防署庁舎建設用造成地，栗野岳レクリエーション村，幸田水源地ほか

（計１５箇所）　

【一般会計歳入歳出決算の概要】
　令和６年度の歳入は約８３億８千万円，歳出は約８０億円で，歳入歳出差引額は，約
３億８千万円となっており，前年度より約２千万円の減額となっています。基金残高は，令
和６年度末に約３３億２千万円，地方債の残高は，令和６年度末に約６９億７千万円となっ
ています。
　財政力指数等の各財政指数は概ね令和５年度と同じ数値で，類似団体とも同程度と良好な
値となっています。また，歳出の決算額で比較しますと，例年と同規模となっていますが，
本町の財政規模としては大きすぎる決算規模となっています。このため，引き続き，企業誘
致をはじめとする経済の活性化による歳入の確保に努めつつ，子ども子育て支援，定住促進
をはじめとする人口減少対策への取り組みを進め，消滅可能性自治体からの脱却を目指すと
ともに，施策全般のスクラップ・アンド・ビルドの徹底や財源の重点配分により歳出の削減
に努め，適正な予算規模とする努力が強く望まれます。
※「スクラップ・アンド・ビルド」とは，非効率（効果の低い）な行政サービス等を廃止（スクラップ）した上で，
新しい（効果の高い）行政サービス等に立て直すこと。

１　令和６年度の歳出の決算額は約８０億円で，この規模は本町の財政規模から考えると大
きな決算額であり，持続可能な適正規模への取り組みが必要である。そのためには，歳出
全般にわたって，各種事務事業をこれまで述べてきたように「スクラップ・アンド・ビルド」
の考えに基づき，精査，見直しを行うことが必要である。

２　特に補助金については，その必要性を高める観点からも事業の目的が達成されているも
のや当初の目的が情勢の変化等により達成が難しいものなどは，精査，見直しに取り組む
必要がある。

３　公共施設の管理において，日常の維持管理に取り組んでいるが必ずしも十分とは言えな
い状況である。中には経年により早期の対応が必要な施設も見受けられる。適正管理には
財源が伴うことを理解するが，公共施設は住民の方々が利用するものであることを踏まえ，
整備の優先順位や施設の在り方等を考えた取り組みが必要である。

４　本町の喫緊の課題である人口減少対策については，子ども子育て支援，移住定住施策，
企業誘致などに継続して取り組み，消滅可能性自治体からの脱却を進めることを望む。

　今回の審査を通じての町政事務全般に係る当委員会の総括
意見は次のとおりです。

決算審査特別委審査報告決算審査特別委審査報告

総総括括意意見見

議会だより　ゆうすい　No.8413



総
務
課

防災備蓄品の管理はどのようにしているか。
通常，栗野地区，吉松地区に分けて保管しているが，災害警戒の高まる時期には避難所等に事前
配備しています。

企
画
財
政
課

タクシー利用料金助成事業補助金を近隣の市町村まで利用できるよう検討できないか。
要望はあるがタクシーチケットはふるさとバスの代替手段として始めたので，今の所は利用でき
ません。今後，利用者の要望を聴いて近隣の市町村まで利用できないか等の検討をしていきたい。

住
民
税
務
課

マイナンバーカードの未申請者の内訳と今後の対応はどうするのか。
交付率は，約８５パーセントです。残りの約１５パーセントの内訳は，身体に不自由のある方や
要介護認定の方々も含まれるため，今後も関係課と連携を図りながら普及促進を図ります。

ごみの出し方について，住民の方が混乱している部分がある。どのようにして伝えていくのか。
旬報掲載，チラシなどを配布し，周知します。

長
寿
福
祉
課

民生委員の年間活動助成費をどれくらい支給しているか。
民生委員はボランティアであり報酬はありません。ただし，活動費として年間約１０万円以上の
活動費は支給しています。

敬老祝い金は，近隣の市町に合わせて節目だけにすることは考えていないのか。
現状は町民の方々も喜ばれているので，財政状況を考えて今後は検討していきます。

健
康
増
進
課

総合交流施設の収支はどのような状況か。
令和６年度の収入が２千 321 万６千 237 円，支出が１億１千 257 万８千 177 円で，差引き
８千 936万１千 940円のマイナスとなります。

産
業
振
興
課

当初アーモンド販売は食用で考えていたと思うが，アーモンドの仁からシアン化合物が検出され
た事などから今後はどのようにしていくのか。
果肉を使った菓子等は作っていますが，販売までは賞味期限等の課題があるので，今後検討して
いきます。

商
工
観
光
Ｐ
Ｒ
課

ふるさと応援事業について，１０月からふるさと納税サイト利用者のポイントが廃止され，納税
に対する影響が考えられるが，何か対策はあるか。
事業者，サイト業者と協議し，返礼品の充実などを図り対策していきます。

定住促進事業に関連する危険空き家解体補助金の交付は，なぜ１件だけであったのか。
危険空き家として，国の基準を満たしたものが令和６年度においては４件認定されたが，２分の
１は所有者が負担することになるため，１件のみの活用となったものです。

地
域
総
務
課

庁舎内照明の LED化の状況は。
常時照明を使用する職員の執務スペースについては，年次的に LEDに交換してきました。その他
の会議室等については，これまで職員の執務スペースで使用していた蛍光灯の在庫が確保できて
いることから，在庫の有効活用のため，当分の間，これらを使用していきます。

建
設
課

中山間総合整備事業の進捗状況はどうか。また，あと何年かかる見込みか。
同事業について，総事業費約１６億円で，令和６年まで約５億円分が完了しています。要望箇所
については，農業基盤整備について４２か所のうち８か所が完了，施工中が１か所，測量が終わっ
ているのが９か所，未着工が２４か所です。環境整備について，５か所の要望のうち１か所が完了，
測量が終わっているのが３か所，未着工が１か所です。進捗率は 30.5 パーセントで，計画期間
は令和１０年までとなっていますが，延長される可能性があります。

　令和６年度  　令和６年度  決算    　審査結果(主要事業)決算    　審査結果(主要事業)
質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答
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建
設
課

道路建設作業班は，栗野，吉松で何人いるのか。また，人数は足りているのか。
現在１４名で，栗野７名，吉松７名です。人数は足りているとは言えないが，財政面も考え検討
していきます。また，除草作業で専用機械のリースを行うなど，作業効率が上がるような取組み
を検討していきます。

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

吉松駅周辺まちづくり推進基本計画の縮小案は，審議会で承認されているのか。
縮小案を吉松駅周辺まちづくり推進会議に提出し検討を依頼しているが，未だ回答はもらってお
りません。

吉松駅周辺は，今後，民活を活かしたイベント利用を行えないか。
停車場地区で人吉のボランティア団体とミニＳＬを使用したイベントを行う予定があります。

農
業
委
員
会

畦ぬり等の農作業標準作業料金の決め方はどのようになっているのか。
作業賃金は，検討委員会で協議し，県の最低賃金を参考に変更しています。畦ぬり等の作業料金は，
燃料費高騰などの理由により価格を上げた所です。

教
育
総
務
課

学校安全総合支援事業の防犯対策に関して，校内に防犯カメラは設置してあるのか。
防犯カメラについては，学校正門と校舎入口に設置済みです。

特別支援学級の入級者が増えているようだがどのような状況か。
小学校児童全体の 19.5 パーセント，中学校生徒全体の 11.5 パーセントです。

学校への不審者侵入で罪のない児童が切りつけられる事案が発生している。サスマタを使い，女
性教諭でも対応できるのか。
防犯訓練へは女性教諭も参加して，役割分担，有事の際にどのような行動を取るかの確認を行っ
ています。

生
涯
学
習
課

令和６年度のくりの図書館の貸出者数はどのようになっているか。また，１人当たりの貸出点数
の推移はどうか。
全体で１万 282人のうち，町内が６２パーセントで６千 375人，町外が３８パーセントで３千
907人です。１人当たりの貸出点数については，正確な数字は把握しておりません。

水
道
課

水道工事後，道路に凹凸などが見られるが対応はできないのか。
工事後に点検，その後の見回りなどを行います。

料金滞納に伴う水道の給水停止は何件か。
令和６年度は３４件です。

現
地
調
査

子ども発達支援センターみのりについて，施設外壁にクラックが多数見られるが，耐震強度など
を調査する予定はないのか。
耐震強度を測る対象施設ではありませんが，建設から４５年も経っているので，検討したい。
施設補修に多額の費用がかかるのであれば，子どもたちが安心して過ごせるよう市街地周辺への
移転も視野に入れながら，補修なのか，移転なのか，予算措置も含め，早急に対応をしていただ
きたい。

栗野岳レクリエーション村整備について，吹付式自然土舗装外枠の一部剥がれていることから，
適正に補修すべきではないか。
施工業者と原因究明し，協議をして対処する方向で検討します。

　令和６年度  　令和６年度  決算    　審査結果(主要事業)決算    　審査結果(主要事業)
質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

質　疑

意　見

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答

回　答
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議会議事堂へ傍聴にお越しください。

第4回定例会は11月28日から開会しています。第4回定例会は11月28日から開会しています。

議  会  の  動  き

「開かれた議会」づくりとして，議会中継を配信しています。
〇インターネットを通じて，
　　YouTube（ユーチューブ）でも視聴できます。
　【YouTube チャンネル　「湧水町議会」 URL】
　https://www.youtube.com/channel/UCN82z1DuKBMDmJ7Wi5604gg　

〇役場両庁舎１階ロビー設置のモニターでも視聴できます。

▼

こ
ち
ら
か
ら

ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す

月 日 曜日 議　会　の　動　き

７

2 水 ・南関町議会行政視察受入れ
・決算審査（監査）

3 木 ・決算審査（監査）
8 火 ・決算審査（監査）
9 水 ・決算審査（監査）
10 木 ・決算審査（監査）
11 金 ・議会広報編集特別委員会

17 木
・議会運営委員会
・議員全員協議会
・決算審査（監査）

22 火
・第３回議会臨時会
・議員全員協議会
・議会活性化等調査特別委員会
・議会広報編集特別委員会

24 木 ・例月出納検査
25 金 ・例月出納検査
30 水 ・議会広報編集特別委員会
31 木 ・「水俣芦北広域行政事務組合」視察研修

８

1 金 ・決算審査現地調査（監査）
4 月 ・決算審査現地調査（監査）
7 木 ・市町村政研修会
19 火 ・正副議長研修会

21 木 ・議会運営委員会
・議員全員協議会

月 日 曜日 議　会　の　動　き
８ 25 月 ・例月出納検査

26 火 ・例月出納検査

９

2 火 ・議会運営委員会
3 水 ・議員全員協議会
5 金 ・本会議（開会・上程）

・決算審査特別委員会
8 月 ・各常任委員会
11 木 ・本会議（一般質問）
16 火 ・決算審査特別委員会
17 水 ・決算審査特別委員会
18 木 ・決算審査特別委員会
19 金 ・決算審査特別委員会
22 月 ・決算審査特別委員会
24 水 ・決算審査特別委員会

・例月出納検査
25 木 ・本会議（中間採決）
26 金 ・決算審査特別委員会（現地調査）

・例月出納検査

10

1 水 ・ＪＲ肥薩線被災現場確認
6 月 ・議会運営委員会

・議員全員協議会

7 火
・最終本会議
・議員全員協議会
・議会活性化等特別委員会
・議会広報編集特別委員会
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